
平成21年度愛媛県県立特別支援学校高等部入学者選抜実施要項 

 

平成21年度愛媛県県立特別支援学校の高等部の本科及び専攻科の入学者の選

抜は、この要項に基づいて実施する。 

 

第１ 募集人員 

平成21年度県立特別支援学校の高等部の本科及び専攻科の第１学年の募集

人員は、別表のとおりとする。 

 

第２ 本科入学者選抜 

 １ 出願 

(1) 出願資格 

入学を志願できる者は、その障害が学校教育法施行令（昭和28年政令

第 340号）第22条の３の表に定める程度の者で、次のいずれかに該当す

るものとする。 

ア 平成21年３月末日までに特別支援学校の中学部若しくは中学校（以

下「中学部等」という 。） を卒業する見込みの者又は中等教育学校の

前期課程を修了する見込みの者 

イ 中学部等を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修了した者 

ウ 中学部等を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者 

  (2) 出願期間 

入学願書の提出期間は、平成21年２月２日 ( 月 ) から同月13日（金）

までとし、受付時間は、土曜日、日曜日及び国民の休日に関する法律

（昭和23年法律第 178 号）第３条に規定する休日（以下「休日」とい

う 。） を除く日の午前９時から午後４時まで（同月13日（金）にあって

は、午前９時から正午まで）とする。 

    なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。 

(3) 出願制限 

入学志願者は、二つ以上の県立特別支援学校への出願又は本校及び分

校の双方への出願を行うことはできない。 

なお、２学科を設置する本校の学科への出願を行う場合に限り、当該

本校の他の学科を第２志望とすることができる。 

  (4) 出願手続 

ア 入学志願者は、入学願書に受検票を添えて、在籍又は出身の中学部

等又は中等教育学校の校長（以下「在籍中学部等校長」という 。） を



経て（在籍及び出身の中学部等及び中等教育学校のない場合にあって

は、直接 ）、 志願先の特別支援学校の校長（以下「志願先校長」とい

う 。） に提出しなければならない。 

   イ 県外からの出願手続は、次のとおりとする。 

( ｱ ) 県外からの入学志願者は、アにより提出する書類に入学志願理由

書を添えて志願先校長に提出しなければならない。 

   ( ｲ ) 志願先校長は、入学志願理由書の提出があった場合は、志願の理

由が適当と認められた者について、速やかに県外からの入学志願者

受付承認願２部を愛媛県教育委員会教育長（以下「教育長」とい

う 。） に提出し、承認を受けるものとする。 

 

 ２ 報告書 

 (1) 在籍中学部等校長は、次の報告書を、平成21年２月16日 ( 月 ) 午前９

時から同月24日 ( 火）午後４時までに、志願先校長に提出するものとす

る。 

  ア 調査書 

 イ 健康診断票 

  ウ 眼科診断票（松山盲学校の入学志願者に限る 。）  

 なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。 

  (2) 在籍中学部等校長は、やむを得ない事情で所定の報告書を提出できな

いときは、その事情を記し、これに代わる参考資料を提出するものとす

る。 

(3) 志願先校長は、報告書の内容について、必要があれば在籍中学部等校

長に説明を求めることができる。 

 

３ 学力検査 

普通科以外の学科の入学志願者に対して、次により学力検査を行う。 

  (1) 検査教科 

当該特別支援学校の校長 ( 以下 ｢ 特別支援学校長 ｣ という 。） が、学

校の実態に応じて決定する。 

  (2) 検査問題 

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領（平成11年３月文部省告示

第61号）に示されている中学部の各教科の目標及び内容に則し、基本的

事項について出題する。 

  (3) 期日及び日程 



検査期日は、平成21年３月５日（木）とし、その日程については、特

別支援学校長が定める。 

  (4) 検査場 

検査場は、志願先の特別支援学校とする。 

 

４ 面接及び適性検査 

  (1) 面接 

    入学志願者全員に対して、面接を行う。 

  (2) 適性検査 

ア 特別支援学校長が、学科の特色から判断して必要と認める学科の入

学志願者に対して行う。 

イ 内容は、特別支援学校長が学科の特色に応じて決定する。 

  (3) 期日及び日程 

    学力検査の検査期日と同じ日とし、その日程については、特別支援学

校長が定める。 

  (4) 検査場 

検査場は、志願先の特別支援学校（本校又は分校）とする。 

 

５ 入学者の選抜方法 

特別支援学校長は、報告書、学力検査の成績並びに面接及び適性検査の

結果を資料とし、当該学校、学科等の特色を踏まえて、その教育を受ける

に足る能力・適性等を総合的に判定して入学者を選抜する。 

 

６ 合格者の発表 

   合格者の発表は、平成21年３月19日（木）午前10時に、当該特別支援学

校（本校又は分校）において、受検番号を掲示して行う。 

 

 ７ 学力検査結果の口頭による開示請求 

(1) 学力検査の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成13年愛媛

県条例41号）第27条第１項の規定に基づき、口頭により開示請求をする

ことができる。 

(2) 口頭による開示請求をすることができる期間は、平成21年３月19日

（木）から１月間とする。 

(3) 口頭による開示請求は、入学志願者本人が本人であることを確認でき

る書類（受検票等）を持参の上、土曜日、日曜日及び休日を除く日の午



前９時（３月19日（木）にあっては、午前10時）から午後５時までに、

志願先の特別支援学校で行うこと。 

なお、電話、はがき等による請求はできない。 

(4) 開示内容については、次のとおりとする。 

学力検査の教科別得点とその合計得点 

 

第３ 専攻科入学者選抜 

１ 出願 

 (1) 出願資格 

   入学を志願できる者は、その障害が学校教育法施行令第22条の３の表

に定める程度の者で、次のいずれかに該当するものとする。 

ア 平成21年３月末日までに特別支援学校の高等部、高等学校又は中等

教育学校（以下「高等部等」という 。） を卒業する見込みの者 

イ 高等部等を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められ

る者 

(2) 出願期間 

   本科入学者選抜の場合に準ずる。 

 (3) 高等部本科との併願 

入学志願者は、松山盲学校の高等部本科のいずれかの学科を第２志望と

することができる。 

 (4) 出願手続 

ア 入学志願者は、入学願書に受検票を添えて、在籍又は出身の高等部等

の校長（以下「在籍高等部等校長」という 。） を経て（在籍及び出身の

高等部等のない場合にあっては、直接 ）、 松山盲学校長に提出しなけれ

ばならない。 

イ 県外からの出願手続は、本科入学者選抜の場合に準ずる。 

 

 ２ 報告書 

 (1) 在籍高等部等校長は、次の報告書に、入学志願者の卒業証明書又は卒

業見込み証明書を添えて、平成21年２月16日（月）午前９時から同月24

日（火）午後４時までに、松山盲学校長に提出するものとする。 

   ア 調査書 

   イ 健康診断票 

   ウ 眼科診断票 

    なお、郵送等の場合も、同期間内に必着のこと。 



  (2) 在籍高等部等校長は、やむを得ない事情で所定の報告書を提出できな

いときは、その事情を記し、これに代わる参考資料を提出するものとす

る。 

(3) 松山盲学校長は、報告書の内容について、必要があれば在籍高等部等

校長に説明を求めることができる。 

 

 ３ 学力検査 

   入学志願者全員に対して、次により学力検査を行う。 

  (1) 検査教科 

松山盲学校長が、学科の特色に応じて決定する。 

  (2) 検査問題 

特別支援学校高等部学習指導要領（平成11年３月文部省告示第62号）

に示されている各教科の目標並びに各科目の目標及び内容に則し、基本

的事項について出題する。 

  (3) 期日及び日程 

検査期日は、平成21年３月５日（木）とし、その日程については、松

山盲学校長が定める。 

  (4) 検査場 

検査場は、松山盲学校とする。 

 

 ４ 面接及び適性検査 

  (1) 面接 

    入学志願者全員に対して、面接を行う。 

 (2) 適性検査 

ア 松山盲学校長が、学科の特色から判断して必要と認める学科の入学

志願者に対して行う。 

イ 内容は、松山盲学校長が、学科の特色に応じて決定する。 

  (3) 期日及び日程 

    学力検査の検査期日と同じ日とし、その日程については、松山盲学校

長が定める。 

  (4) 検査場 

検査場は、松山盲学校とする。 

 

 ５ 入学者の選抜方法 

松山盲学校長は、報告書、学力検査の成績並びに面接及び適性検査の結



果を資料とし、学科の特色を踏まえて、その教育を受けるに足る能力・適

性等を総合的に判定して入学者を選抜する。 

 

６ 合格者の発表 

   合格者の発表は、平成21年３月19日（木）午前10時に、松山盲学校にお

いて、受検番号を掲示して行う。 

 

 ７ 学力検査結果の口頭による開示請求 

本科入学者選抜の場合に準ずる。 

 

第４ その他 

この要項に定めるもののほか、入学者選抜に関し必要な事項は、教育長が

定める。 

 

 

別表 平成２１年度愛媛県県立特別支援学校高等部入学定員 

学 校 名 学       科      名 入学定員 

普 通 科 10 
本 科 

保健理療科 10 松 山 盲 学 校 

専攻科 理 療 科 10 

普 通 科 10 
松  山  聾

ろう

  学  校 本 科 
理 容 科 10 

宇  和  聾
ろう

  学  校 本 科 普 通 科 10 

し げ の ぶ 特 別 支 援 学 校 本 科 普 通 科 28 

普 通 科 50 
第 三 養 護 学 校 本 科 

産 業 科 16 

普 通 科 50 
今 治 養 護 学 校 本 科 

産 業 科 16 

今 治 養 護 学 校 新 居 浜 分 校 本 科 普 通 科 16 

普 通 科 30 
宇 和 養 護 学 校 本 科 

産 業 科 16 

計     282 

 


